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資料７ 

～原油価格・物価高騰支援策～ 

地元産を中心とした食支援事業を実施します 

 

市では、コロナ禍において原油価格・物価高騰に直面し、生活に困った世帯の支援を行う

ため、５，０００円分の地元産を中心とした食材の提供を行います。 

また、食材の提供に合わせて、必要な人が福祉サービスの利用や地域の支援につながるよ

うに情報提供を行うことで、継続的な生活支援につなげていきます。 

 

１ 対象世帯（令和４年７月１日基準） 

  志木市に住民登録があり、以下のいずれかの要件を満たす世帯 

⚫ 住居確保給付金利用世帯 

⚫ 学習支援事業利用世帯 

⚫ 生活福祉資金特例貸付制度における緊急小口資金貸付等の利用世帯 

※生活保護受給世帯を除く 

 

２ 提供食品 

  ５,０００円分の地元産のお米や市内事業者を活用した保存可能な栄養価のある食材 

（米、レトルト食品、麺、缶詰、お菓子など） 

 

３ 食支援事業の流れ 

（１）市から対象世帯に、食支援事業の案内を通知し、希望者は社会福祉協議会に申し込

みます。 

（２）社会福祉協議会が運営する障がい者就労支援施設を活用して、食材の提供と就労支

援や学習支援、食支援などの情報を同封して案内します。 

（３）食材が残った場合は、地域のフードバンク事業へ提供するなど、循環させることで

地域の食支援の充実を図ります。 

 

４ 食支援事業に関する問合せ 

  社会福祉協議会 ０４８－４７４－６５０８（直通電話） 
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